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１１１１    和泉市和泉市和泉市和泉市あなたがあなたがあなたがあなたが選選選選ぶぶぶぶ市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業のののの申請要件申請要件申請要件申請要件 

（１）和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業とは 

「和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業」は、１８歳以上の市民が、あらかじめ申請のあったボラ

ンティア団体やＮＰＯ法人などの市民活動団体の中から支援したい団体を選ぶことで、一定の支援額

を市がその団体に補助金として交付する制度です。 

市民の市民活動に対する理解及び関心を深めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促

進を図り、もって市民相互の協働によるまちづくりを推進することを目的としています。 

 

※ ここでいう市民活動団体とは、ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動 

法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する 

特定非営利活動法人をいう。）その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、 

環境、文化、スポーツ、青少年の健全育成その他社会貢献にかかる分野の活動を 

行っているものをいいます。 

※ 「社会貢献的な活動」とは、不特定多数の利益のための活動であって「公益活

動」とも言います。特定個人の利益のための「私益活動」や、特定の団体・会員・ 

仲間内等の利益のための「共益活動」とは区別されます。 

 

制度のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象となる団体 

支援金の交付を受けることのできる市民活動団体は、次の条件をすべて満たしている団体です。 

(1) 市内に事務所を有し、主として市内において活動をしていること。 

(2) 規約、会則、定款等市民活動団体の組織、運営等に関する定め及び役員名簿等を有している

こと。 

(3) 団体を組織する構成員が５名以上であること。 

(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。 

(5) 公序良俗に反する活動をしていないこと。 

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。 

 



 

3/36 

 【注意】 

※ 町会・自治会については、一般的には町会・自治会に加入している方のみが受 

 益者となる「共益活動」を行う団体に含まれ、対象外となります。ただし、自主 

的なグループを作って町会・自治会の枠を超えて活動し、効果が地域以外にも広 

く及ぶ場合には、そのグループは市民活動団体に該当します。その場合、町会・ 

自治会名とは別の名称での申請をお願いします。 

※ 「宗教的活動」をしていない団体とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、

及び信者を教化育成することを目的としていない団体をいいます。 

※ 「政治的活動」をしていない団体とは、政治上の主義を推進し、支持し、又は

これに反対することや特定の公職の候補者（当該候補者になろうとするものを含

む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する

ことを目的としていない団体をいいます。 

 

（３）対象となる事業（平成２５年４月中旬～平成２６年３月中旬に実施されるもの） 

 支援金の交付対象となる事業は、1 年度につき 1 件で、次の要件を満たしている事業です。 

(1)  特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表に掲げる活動にかかる分野その他の社

会貢献に係る分野のものであること。 

(2)  営利を目的としないものであること。 

(3)  事業の主たる効果が市内で生じると認められるものであること。 

(4) 市民を主たる対象とするものであること。（※概ね小学校区以上の範囲の市民が対象となる

ものとします。一つの町区域の町会・自治会、老人会、子ども会等の会員を主たる対象とす

るものは不可とします。） 

(5) 当該市民活動団体の構成員のみを対象とするものでないこと。 

(6) 支援金の交付を受けようとする年度に直接和泉市から他の補助金等の交付を受けていないこ 

と。 

※「特定非営利活動促進法別表に掲げる活動」とは、以下の２０分野の活動をいいます。 
１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
２ 社会教育の推進を図る活動 
３ まちづくりの推進を図る活動 
４ 観光の振興を図る活動 
５ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
７ 環境の保全を図る活動 
８ 災害救援活動 
９ 地域安全活動 
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
11 国際協力の活動 
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
13 子どもの健全育成を図る活動 
14 情報化社会の発展を図る活動 
15 科学技術の振興を図る活動 
16 経済活動の活性化を図る活動 
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
18 消費者の保護を図る活動 
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
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 【注意】 

※ 「営利を目的としない」とは、サービスの対価として利用料や入場料を取っ 

てはいけないとか、活動に携わるスタッフが賃金を受け取ってはいけないとい 

        うことではありません。活動で得た利益や資産を構成員に分配してはいけない 

ということです。 

※ 「市民を主たる対象とするもの」とは、具体的には実施する事業の受益者のう 

ち少なくとも半数以上が和泉市民になることが予想される事業のことをいいま

す。 

※ 「市民活動団体の構成員」とは、厳密に言えば、団体の総会で議決権を持つ

人のことをいいます。つまり、活動している者だけを対象とした事業は、社会

貢献の観点から対象外となります。なお、サービスを受けるためのいわゆる利

用会員のような方は、ここでいう構成員には含まれません。 

※ 「和泉市からの補助金等の交付を受けていないこと」とは、和泉市から申請

事業に対して別の補助金・交付金・負担金・委託料等の金銭（団体運営に対す

る補助金等を除く。）を受けていない事業のことをいいます。詳しくは個別対応

しますので、お尋ねください。 

 

（４）支援金の対象となる経費 

支援金の交付の対象となる経費は、支援対象事業の遂行に直接必要な経費とし、別表に定めるとお

りとします。 

別表 支援対象事業を実施するために直接必要となる経費の例 

費  目 対象となる経費 

報償費 講師謝礼、調査・研究の報償費、イベント等の参加賞その他これらに類する 
もの（ただし、参加賞については、対象経費の上限を１品当たり 300 円とす

る。） 

旅費 交通費、通行料、ガソリン・軽油代その他これらに類するもの 
※申請事業で直接使用する自動車の燃料費については、走行距離数に 15

円／km を乗じて算出した金額を対象経費とします。なお、事業実施に

際しては、必ず、日時・運転者名・走行距離数・運行区間を記した運行

記録簿を作成し、管理してください。 

消耗品費 文房具の購入費、暖房用燃料費その他これらに類するもの（以下に例示） 
※コピー用紙、封筒、インク等の文具・事務用品類 
※啓発用配布物（ティッシュ等） 
※花の種・苗、肥料、客土等の園芸用品類 
※清掃用具等 

食料費 食事代、飲料費その他これらに類するものの内、下記に掲げるもの 
※外部講師の弁当・飲み物代等に限り１人 1,000 円を上限として対象経費

とします。 
※身体を動かす作業等を伴う事業で水分補給が必要と思われる場合のみ、

飲み物代として 1人 200円を上限として対象経費とします。 
※懇親会や慰労会等の飲食代、スタッフ等の飲食費（弁当、茶菓子、お茶

代）は対象外とします。 
※会議等の茶菓代は対象外とします。 

印刷製本費 パンフレット、ポスター等の印刷費、簡易印刷（コピー）費 

役務費 郵便料、通信料や振込み手数料、各種保険料その他これらに類するもの 

委託料 団体の本来業務では対応できない専門的な技術・知識を要するもの（事業の

すべてを委託する場合は不可） 
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費  目 対象となる経費 

（以下に例示） 
※イベント会場設営業務の委託料 
※イベント警備業務の委託料 
※看板等の作成・設置等の業務に伴う委託料 

使用料及び賃借料 車両、機械、会場使用料その他これらに類するもの 
※車両、機械、会場等の使用料及び賃借料については、申請事業に必要不

可欠なサービスの提供に係るものに限ります。 
※構成員の所有する物品等の借用に対する謝礼・使用料は、対象外としま

す。 
※事務所の家賃及び光熱水費等の維持管理経費その他組織の運営にかかる

経費は、対象外とします。 

原材料費 加工用、工事用の原材料又は食材等（以下に例示） 
※木材、土砂、ビニールパイプ、コンクリート等の材料費 
※イベント等で不特定多数の市民を対象に調理したものをふるまう場合の

食材費 
※市民を対象にした料理教室等での食材費 

備品購入費 支援対象事業の遂行に必要不可欠なものに限る（ただし、対象経費の上限を

１品当たり 5万円、備品購入費総額の上限を団体の交付申請額（支援希望額）

の 2分の 1とする。） 

その他 上記以外の経費で市長が適当と認めるもの 

 

【注意】 

※申請事業を実施するために直接必要な経費のみが対象となります。 

       ※領収書が無く使途が不明な経費は対象外とします。 

※団体の管理運営費（賃借料、光熱水費、電話料金等）は対象外となります。 

※団体構成員のみで行う、会議や打合せ、研修・練習、交流会等に係る経費は対象 

外とします。 

 

（５）支援金の交付申請額の限度額  

 交付申請ができる支援金の額は、申請事業に係る支援対象経費の額の２分の 1 に相当する額以内

の額とします。ただし、２分の１に相当する額が、５０万円を超える場合は、５０万円以内とします。 

【注意】 

※ 同一の事業について他の機関（国・府・民間）から助成金を受けている場合でも

支援対象とします。ただし、当支援金と他の助成金及び事業実施によって生じる

収入の合計額が事業費総額を上回った場合は、その分を支援金額から控除します。 
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２２２２    あなたがあなたがあなたがあなたが選選選選ぶぶぶぶ市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業にににに応募応募応募応募するにはするにはするにはするには 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民活動団体からの申請 フローフローフローフロー図図図図①①①①    事業計画事業計画事業計画事業計画のののの提出提出提出提出 

【申請の受付期間】平成２４年１０月１日（月）～１０月２９日（月） 

土日祝日を除く 午前８時４５分～午後５時１５分 

【申請の受付場所】和泉市市長公室公民協働推進室（和泉市役所 ３号館３階） 

※申請書類は必ず持参し、市職員のチェックを受けてください。 

※郵送・ＦＡＸ・Ｅメールでの申請はできません。 

 

（２）申請に必要な提出書類 

支援金の交付を申請しようとする市民活動団体は、和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業支援金交 

付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。なお、一つの市民活動

団体がこの事業の支援金の交付を受けることができる事業は、1年度につき 1事業です。 

(1) 団体概要調書（様式第２号） 

(2) 規約、会則、定款等及び役員名簿等の写し 

(3) 事業計画書（様式第 3号） 

(4) 収支予算書（様式第 4号） 

(5) 団体 PRシート（市民が支援対象団体の選択届出を行う際に参照していただくための、支援    

対象団体紹介冊子の原稿となります。） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

（３）申請に必要な書類（様式）の入手方法 

申請用紙は、９月２６日（水）～１０月２９日（月）の間、以下の方法により入手できます。 

・ 和泉市役所 公民協働推進室にて配布  

・ 和泉市ホームページからダウンロードする。 

⑤支援金の

額の決定 

②団体要件・ 

事業要件の審査

結果 

１８１８１８１８歳以上歳以上歳以上歳以上のののの市民市民市民市民    市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体    

市市市市    

①事業計画の提出 

④
支
援
団
体
の
選
択 

③
事
業
計
画
の
公
表 

⑥
事
業
実
績
報
告 

⑦
支
援
金
の
交
付 

【事業フロー図】 
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３３３３    支援対象団体支援対象団体支援対象団体支援対象団体のののの決定決定決定決定についてについてについてについて 

（１）支援対象団体の決定について フローフローフローフロー図図図図②②②②    団体要件団体要件団体要件団体要件・・・・事業要件事業要件事業要件事業要件のののの審査結果審査結果審査結果審査結果 

市民活動団体からの申請書類等を、市民活動に関する専門知識を有する者等で構成する「和泉市市

民活動支援制度判定会」で審査したうえで市長が、市民の選択の対象となる支援対象団体を決定しま

す。その結果は、申請団体に支援対象団体可否決定通知書兼後援名義使用承認書でお知らせします。 

判定会では、団体から提出された書類について 

① 対象となる団体であるか 

② 対象となる事業であるか 

③ 対象となる経費であるか 

 について判定します。 

また、判定会では下記についてチェックします。 

① 市民の利益に寄与するか 

② 計画に具体性があり、事業を実施することにより見込んでいる成果や効果が得られるか 

 

（２）支援対象団体の公表について    フローフローフローフロー図図図図③③③③    事業計画事業計画事業計画事業計画のののの公表公表公表公表 

支援対象団体と決定した場合、次の事項及び申請書類等を市ホームページ等で公表します。 

① 支援対象団体の名称 

② 支援対象事業の名称 

③ 各支援対象事業に係る対象経費の額及び交付申請額 

④ 市民活動団体支援金交付申請書（様式第１号） 

⑤ 団体概要調書（様式第２号） 

⑥ 事業計画書（様式第３号） 

⑦ 収支予算書（様式第４号） 

 

（３）団体の活動紹介チラシや制度説明チラシの配布 

 市内４駅（和泉中央駅、和泉府中駅、信太山駅、北信太駅）にて「ちょいず」制度の周知を図るた

めのチラシを配布する予定ですので、支援対象団体と決定した場合は、必ず参加して下さい。 

 ２月初旬にチラシの配布を予定していますが、日時は未定です。 

 各団体で活動内容のＰＲをするためのチラシを同時に配布することも可能です。チラシは各団体で

用意してください。なお、チラシ作成等に要する費用は当制度の対象外となります。 

 

（４）その他 

 ちょいず制度をよりよくしていくために意見交換会を実施する場合がありますので、その際は支援

対象団体のみなさんもご参加願います。 
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４４４４    市民市民市民市民がががが支援支援支援支援したいしたいしたいしたい団体団体団体団体をををを選選選選びますびますびますびます 

（１）団体を選んで支援の届出ができる方は    フローフローフローフロー図図図図④④④④    支援団体支援団体支援団体支援団体のののの選択選択選択選択 

１８歳以上の市民は、一定金額の権利を持って、支援したい団体を３団体以内で選択し、市に届

け出ることができます。なお、届出の受付期間は平成２５年２月１日（金）～２月２５日（月）

を予定しています。 

※ ここでいう１８歳以上の市民とは、平成２５年２月１日現在において和泉市の 

         住民基本台帳に記録されている年齢１８歳以上の者をいいます。 

※ 一定金額とは、選択の届出を行う年度の６月１日時点の個人市民税額に前年度 

                の収納率をかけた額の 1 パーセント相当額を同日現在の１８歳以上の市民の人口 

         で割った額を考慮して市長が定める額とします。    

平成平成平成平成２５２５２５２５年度分年度分年度分年度分のののの支援額支援額支援額支援額はははは、、、、１１１１人人人人５７４５７４５７４５７４円円円円ですですですです。。。。（毎年変動します。） 

 

① 1団体を選択した場合 市民 1人当たりの支援額の全額･･･５７４円 

② 2団体を選択した場合 市民 1人当たりの支援額の 2分の 1に相当する額･･･２８７円 

③ 3団体を選択した場合 市民 1人当たりの支援額の 3分の 1に相当する額･･･１９１円 

 

（２）支援対象団体への支援金の額 

 実際に交付される支援金の額は、各団体が申請した額と同額になるとは限りません。各団体への支

援額は、市民がそれぞれに応援したい団体を選択届出した結果に応じて決定します。つまり、交付申

請額に比例して大勢の市民からの応援が必要になってきます。（ただし、交付申請額が上限となりま

す。） 

 【注意】 

※ 全ての団体からの交付申請額の合計が支援金の総予算額を上回る場合は、 

        全支援対象団体一律に予算内に減額調整させていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

※ 500 1 250 2 150 3

100 574 250 287 150 191 100

205,650

300,000 2 150,000

150,000  

120 2 1 600,000

500,000  
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団体団体団体団体のみなさんへのみなさんへのみなさんへのみなさんへ    行行行行ってはいけないことってはいけないことってはいけないことってはいけないこと    

   この制度を広め、市民活動を活発にしていくために、団体がＰＲ活動を行うことは必

要ですが、市民市民市民市民にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をかけたりをかけたりをかけたりをかけたり、制度制度制度制度のののの信頼信頼信頼信頼をををを損損損損なうようななうようななうようななうような行為行為行為行為は、和泉市あなたが

選ぶ市民活動支援事業要綱で禁止されています。そのような行為が行われた場合は、支支支支

援金援金援金援金のののの交付交付交付交付がががが取取取取りりりり消消消消されることもありますされることもありますされることもありますされることもありますので十分ご注意ください。 

 

 具体的具体的具体的具体的にはにはにはには    

●●●●    執拗執拗執拗執拗にににに市民市民市民市民のののの自宅自宅自宅自宅やややや職場職場職場職場などになどになどになどに電話電話電話電話をかけたりをかけたりをかけたりをかけたり、、、、訪問訪問訪問訪問することすることすることすること    

●●●●    市民市民市民市民へへへへ団体選択団体選択団体選択団体選択をををを強要強要強要強要するようなするようなするようなするような文書文書文書文書やややや電子電子電子電子メールメールメールメールをををを送送送送ることることることること    

● 特定団体特定団体特定団体特定団体をををを誹謗中傷誹謗中傷誹謗中傷誹謗中傷することすることすることすること        

● 団体団体団体団体がががが届出届出届出届出書書書書をををを取取取取りまとめたりりまとめたりりまとめたりりまとめたり、、、、回収回収回収回収したりするしたりするしたりするしたりすることことことこと    などですなどですなどですなどです。。。。 

 

５５５５    市民市民市民市民によるによるによるによる団体選択届出団体選択届出団体選択届出団体選択届出のののの結果結果結果結果がががが出出出出たらたらたらたら、、、、どどどどうするのうするのうするのうするの 

（１）市が結果を公表します    フローフローフローフロー図図図図⑤⑤⑤⑤    支援金支援金支援金支援金のののの額額額額のののの決定決定決定決定 

 市民による団体選択届出結果を市で集計し、団体ごとの支援金交付予定額等を市ホームページで公

表します。 

 

（２）団体の申請額に対して、市民の支援額の合計が下回ったときは・・・ 

市民からの届出結果の公表後、市民の支援金があまり集まらなかった等の理由により、申請額の減

額申請または申請事業の取り下げをすることができます。支援対象団体の方は、必ず市民の選択届出

結果について、公民協働推進室か市ホームページにて確認してください。なお、申請額の増額の変更

申請はできません。 

【【【【変更申請変更申請変更申請変更申請・・・・取下取下取下取下げげげげ受付期間受付期間受付期間受付期間】】】】    集計結果公表日の翌日から起算して１４日以内 

平成２５年３月下旬～平成２５年４月上旬を予定。 

詳しくは、集計結果公表時にホームページをご覧ください。 

 【【【【変更申請変更申請変更申請変更申請のときはのときはのときはのときは下記書類下記書類下記書類下記書類をををを提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。】。】。】。】    

① 和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業支援金交付申請内容変更申請書（様式第７号） 

② 変更後の事業計画書（様式第３号） 

③ 変更後の収支予算書（様式第４号） 

 【【【【取下取下取下取下げのときはげのときはげのときはげのときは下記書類下記書類下記書類下記書類をををを提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。】。】。】。】    

   ① 支援金交付申請取下届（様式第９号） 

 

（３）交付決定 

 公表が行われた日の翌日から起算して２週間経過ののち（変更申請があったときは、支援金交付申

請内容変更可否決定通知書（様式第８号）による通知を行ったとき）、支援金の交付決定を行い、支

援金交付決定通知書（様式第１０号）を団体に送付します。また、支援決定団体の名称、支援金の交

付申請額、交付決定額等を公表します。    

    

（４）支援決定事業を実施するにあたって 

  ① 支援決定事業を実施するときに、団体が独自に作成するチラシ・ポスター・パンフレットな
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 どにはちょいずちょいずちょいずちょいず（（（（和泉市和泉市和泉市和泉市あなたがあなたがあなたがあなたが選選選選ぶぶぶぶ市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業））））または、ちょいずちょいずちょいずちょいず（和泉市和泉市和泉市和泉市あなたがあなたがあなたがあなたが

選選選選ぶぶぶぶ市民活動支援団体市民活動支援団体市民活動支援団体市民活動支援団体））））と表記してください。（表記位置は自由） 

②  支援決定事業を実施するときに、「後援：和泉市」と使用したい場合は、ちょいず事業の申

請書（様式第１号）を提出する時に「５．支援対象団体と決定した場合、和泉市の後援名義

を使用しますか。」欄の「はい」を○で囲んでください。 

     なお、使用については、別途、市から発行する「支援決定団体可否決定通知書兼後援名義

使用承認書」で承認を得てから使用してください。詳しくはお尋ねください。 

 ③  イベント等の参加者の募集などの記事を広報いずみに掲載することができます。原稿（事

業名、実施日、参加方法、問合わせ先等含め１５０字程度）を公民協働推進室に提出願いま

す。なお、同内容は市ホームページへの掲載も可能です。 

【注意】    

※ 講座、イベント等の開催について、広報いずみ・市ホームページへ掲載を   

希望する場合は、団体からの申し出が必要です。 

※ 広報いずみの原稿締切日は、通常、イベント等開催月の前々月の２５日～                   

月末が目安となりますが、年末年始や休日の関係で、これより早くなること 

がありますので、締切日については早い目に公民協働推進室に電話にて確認 

願います。また、月初めにイベントが開催される場合は、開催月の前月の広 

報いずみへ掲載となる場合もありますので、締切日等にご注意願います。 

※ 広報いずみやホームページをご覧になった市民からの問合わせは、いった

ん公民協働推進室で受け、問合わせの市民に対し、市民活動団体の代表者氏

名・連絡先を伝えますので、事業内容の説明や参加申し込み受付については、

主催者である市民活動団体の方で必ず対応できるよう、手配を整えておいて

ください。 

 

６６６６    対象事業対象事業対象事業対象事業がががが終了終了終了終了したらしたらしたらしたら、、、、どうするのどうするのどうするのどうするの 

（１）実績報告書の提出 フローフローフローフロー図図図図⑥⑥⑥⑥    事業実績報告事業実績報告事業実績報告事業実績報告 

 支援決定団体は、事業終了後、速やかに実績報告書等を市に提出してください。 

 提出書類は、 

① 実績報告書（様式第１１号） 

② 事業報告書（様式第１２号 写真を添付のこと） 

③ 収支決算書（様式第１３号 領収書の原本を添付のこと） 

団体から提出された全ての書類について、判定会で審査をします。 

【注意】 

※ 収支決算書（様式第１３号）を記載するときは、申請時に提出していただ 

いた収支予算書（様式第４号）に記載した経費の項目と必ず照らし合わせ          

ながら、記載をお願いします。 

※ 収支決算書（様式第１３号）に添付する領収書については、以下のとおり 

      です。      

① 領収書の添付は原則原本です。やむを得ず原本を添付できない場合は、

原本証明（団体が行ったもの）でも結構です。この場合、領収書の原本

は市で確認をいたしますので必ず持参してください。 
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         ② 領収書は、支援決定事業の事業期間内（支援金交付決定通知日～平成２６年 

３月中旬以内）で当制度に基づく事業に要したものに限ります。      

    ③ 領収書は、費目毎に整理をして、台紙に貼り付けた上で提出して下さい。      

 

 

（２）支援金額の確定    フローフローフローフロー図図図図⑦⑦⑦⑦    支援金支援金支援金支援金のののの交付交付交付交付 

判定会での実績報告審査結果を受けて、市が支援金の額を確定します。団体へは、支援金額確定通

知書（様式第１４号）でお知らせします。その後、支援金交付請求書（様式第１５号）を提出してい

ただきます。支援金の支払いはその後となりますが、交付決定後、支援金概算払請求書（様式第１６

号）を提出し、交付決定額の３分の２以内の金額で概算払いを受けていただくことができます。 

【注意】 

平成２５年度に実施した事業の実績報告の審査を行う判定会は、平成２５

年８月、１１月、平成２６年１月、３月に開催する予定です。  

 

（３）支援金交付額の精算（概算払いを受けた団体） 

支援金額が確定した後、支援金額交付請求書（様式第１５号）を提出し、支援金の精算手続きをし

てください。 

 

 

（４）交付決定の取消し、支援金の返還 

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと 

があります。その場合は、支援金を返還していただきます。 

(1) 支援決定団体が虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。 

(2)  支援決定団体が支援金を支援決定事業以外の用途又は対象経費以外の経費に使用したとき。 

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4) 支援決定団体が交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(5) 市長の指示に従わないとき。 

(6) 支援決定団体が第３条における交付資格団体の要件を満たさなくなったとき。 

(7) 支援決定事業が第４条における支援対象事業の要件を満たさなくなったとき。 

(8) 支援決定団体がこの要綱の規定に違反したとき。 

(9) 天災地変その他の理由により、市長が適当でないと認めたとき 

 

７７７７    情情情情報公開報公開報公開報公開についてについてについてについて 

この制度の「公正性」「透明性」を確保するため、交付申請書、支援対象団体と事業の内容、市民

の選択届出結果、支援金交付決定金額、事業実績報告書、支援金確定額などについては、その都度市

ホームページ等で公表します。 
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８８８８    25年度事業年度事業年度事業年度事業のののの流流流流れれれれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２週間以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 24 年 9 月 25 日 

支援対象団体支援対象団体支援対象団体支援対象団体（（（（事業事業事業事業））））のののの募集募集募集募集    平成平成平成平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日～～～～10101010 月月月月 29292929 日日日日    

 平成 24 年 11 月中旬 

 平成 24 年 11 月下旬 

 平成 24 年 11 月下旬～ 

 平成25年広報いずみ2月号 配布時 

市民市民市民市民によるによるによるによる支援団体支援団体支援団体支援団体のののの選択届出選択届出選択届出選択届出    平成平成平成平成 25252525 年年年年 2222 月月月月 1111 日日日日～～～～2222 月月月月 25252525 日日日日    

 平成 25 年 3 月下旬 

 

 
平成 25 年 4 月上旬 

支援金支援金支援金支援金のののの額額額額のののの決定決定決定決定    平成平成平成平成 25252525 年年年年 4444 月中旬月中旬月中旬月中旬    

 平成 25 年 4 月中旬～平成 26年 3月中旬 

 平成 25 年 4 月中旬～平成 26年 3月中旬 

 平成 26 年 3 月まで 事業実施後 

18  平成 24 年 9 月 1 日 

 平成 25 年度中 随時 
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・対象経費は、支援金の対象とな

る経費の合計を記入してくだ

さい。（４ページ参照） 

９９９９    様式集様式集様式集様式集（（（（記入例記入例記入例記入例）））） 

    

    

 

         

  

 

                                   

                     

              

 

               

 

                                 

 

 

                    記 

 

                                   

  

     

            

 

 

                  

 

              

 

                  

  

     

  

 

 

 

 

 

※

 

・代表者の印鑑は、認印で差し支え 

ありません。（シャチハタは不可） 

・「所在地」は、団体の事務所の所在

地を記入してください。 

・「電話」は、団体の事務所の電話番

号を記入してください。 

・実施する事業名を記入してくださ

い。 

・具体的に記入してください。 

・事業計画に基づき事業に要する費

用総額を記入してください。なお、

収支予算書の「収入」及び「支出」

それぞれの合計と一致させてくだ

さい。 
・対象経費の２分の１に相当する

額以内、又は５０万円のいずれ

か低いほうの額となります。 

どちらか○で囲ん

でください。 
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F A X  

  

  

※ 
 
 

   
※

  F A X 
 

      

          

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

   

※  

 

・「連絡先」については、申請内容や事業内容につ

いて、確認したいときに連絡をさせて頂きます

ので、対応できる方の連絡先を記入してくださ

い。 

・団体の「団体名」、「事務所

の所在地」、「電話及びＦＡ

Ｘ」、「団体の代表者氏名」

を記入してください。 

・「団体の目的」及び「主な事業内容」

については、会則や定款等に記載し

ている事項を記入してください。 

・過去の活動実績を具体的に記入してくださ

い。 

・「ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ」「ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」

が無い場合は、空白で

結構です。 

・補助金の受給や委託実績について、過去３年間の実

績を記入してください。 

・団体の会員数を記入し

てください。 
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○○○の会 会則  
                                                          

(名称) 

第 1条 この会は、「○○○の会」という。 

 

(事務所) 

第 2条 この会の事務所は、大阪府和泉市○○町○○におく。  

 

(目的) 

第 3 条 この会は、（活動により利益を受ける対象者・地域）に対して、（主要な事業）に関す

る事業を行い、（事業を実施することにより改善・解決される事項）に係る問題の改善や解決

をはかり、（法人等の最終目標等を具体的に記載）を目的とする。 

 

(事業) 

第 4条 この会は、第 3条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) ○○○・・・・・・の事業 

(2) ○○○・・・・・・の事業 

(3) その他この会の目的の達成に必要な事業 

 

(構成員) 

第 5条 この会の構成員は、正会員、賛助会員、協力会員とする。 

2 その会費及び資格は総会で定める。 

 

 (機関・議決) 

第 6条 この会の議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。 

2 総会は正会員で構成し、正会員総数の 1/2 以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事

を決する。 

3 総会は会長が召集するものとし、毎年 1回以上開催し、次の事項を議決する。 

(1) 年度事業計画及び予算 

(2)  年度事業報告及び決算の承認 

(3)  役員の選任 

(4)  本会の解散、合併に関する事項 

(5)  会員の除名に関する事項 

(6)  その他、本会の運営に関する重要事項 

この会則は、標準的なサンプルですので、あくまでも参考として扱って下さい。ここ

に例示された条項は会則としての最低必要事項と考えて下さい。必要に応じて増やし

て下さい。                  
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4 役員会は会長が召集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項及びこの

会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は会長が務める。 

5 役員会は役員の 1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。 

 

(役員) 

第 7条 この会に次の役員をおく。 

 会長（1名）   会長は本会を統括し代表する。 

 副会長（若干名）  副会長は会長を補佐する。 

 幹事長（1名）        総会、理事会の決定に基づき、事業執行や管理業務について 

総括する。 

 監事（1名以上）  監事は役員の職務執行を監査する。 

2 役員は総会で選任する。任期は 2年とし、再任を妨げない。権限、責務等は、総会で定める。 

3 会長、副会長、幹事長、をもって役員会を構成する。 

4 監事は役員会、総会に出席し発言することができる。役員及び役員会が機能しない時は、総

会を招集できる。 

 

 （事業年度） 

第 8条 この会の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日とする。 

 

(財産の管理) 

第 9条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。 

 

(会則の改正) 

第 10条 会則の改正は総会において正会員の 2/3以上の賛成をもって決する。 

 

(細則) 

第 11条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。 

 

(雑則) 

第 12条 この会則は、○年○月○日から施行する。 
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※  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  

 

・支援金交付申請書に記入し

た事業の名称を記入してく

ださい。 

・今回実施する事業の目的について、

具体的に記入してください。 

・事業を実施することで、ど

のような効果を出そうとし

ているのか具体的に記入し

てください。 

「アピール」等は、今回実施する

事業等について、市民の方にアピ

ールする事項について記入して

ください。 

・特定の個人や団体等を対象とした場合

は、支援の対象事業としてみなされま

せん。 

・事業を数回実施する場合は、

全て記入してください。 

・事業を数回実施する場合は、

全て記入してください。 

事業実施当日のスケジュールではなく、事

業実施にあたり会議等の準備から全て記

入してください。 
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※  

 

 

  

      

 

  

 

 

 

※  

 

・支援金交付申請

書に記入した事

業の名称を記入

してください。 

・例えば、寄付金、協賛金、広告料、

他からの補助金等、全て記入して

ください。 

・事業に要した費用について、費目別（４

ページ参照）に対象経費と対象外経費と

区分して全て記入してください。 

・対象外経費については、費目を記入し括

弧書きで対象外と記入してください。 

品名、単価、個数（人

数）等を具体的に記入

してください。 

 

・収入の合計と一致

させてください。 

・支援金交付申請書

に記入した事業費

総額と一致させて

ください。 
・対象経費の合計を記入してください。 

・支援金交付申請書に記入した対象経費の額と

一致させてください。 

・対象経費に係る領収書を添付して

いただくこととなります。 

どちらか○で囲んでください。 
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○○○○○○○○    
 支援 

希望額 

 

円 

事業名称  連絡先 
代表： 

電話： 

団体活動

事業内容

ＰＲ 

活動に 

参加する

には 

※ 団体の活動内容や実施事業内容を市民への 

メッセージとして、わかりやすくＰＲしてく

ださい。写真・イラストの添付も可能です。

枠内に説明文とともにレイアウトし、添付し

てください。 

※ 印刷は、カラーまたは単色刷りとなります

のでご了承願います。なお、縮小印刷する可能性がありますので、字の大きさ

は、１０．５ポイント以上を使用してください。（現在の表示サイズが１０．５

ポイントです。） 

※ 活動（イベント）への参加方法、活動（開催）場所、活動（開催）日時、

会費（参加費）、ボランティアの募集などについて記載してください。 

・支援対象団体の番号が記載

されますが、番号は市で決

定するため、空白にしてお

いてください。 

・団体概要書に

記入した団体

名を記入して

ください。 

・支援希望額が

記載されま

すが、空白に

しておいて

ください。 

支援金交付申請書に記入した事

業の名称を記入してください。 

・事業内容等につい

て、市民から直接

連絡がある場合が

ありますので、対

応の出来る方をお

願いします。 

活動風景の写真や 

活動内容を表現したイラスト 
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21/36 

 

・支援金交付申請に

記入した事業の名

称を記入してくだ

さい。 

 

 

       

 

  

 

               

 

                                 

 

               

 

                                    

 

 

  

 

 

 

 

      

 

    

 

            

 

           

 

                   

 

           

 

              

       

             

 

               

 

  

 

 

 

 

※  

 

・代表者の印鑑は、認印で差し支え 

ありません。（シャチハタは不可） 

・「所在地」は、団体の事務所の所在

地を記入してください。 

・「電話」は、団体の事務所の電話番

号 

・支援対象団体の

番号を記入して

ください。 

・具体的に記入し

てください。 

・当初の事業内容に基づき、

市民からの選択届出が集ま

っていることから、事業の

内容を大幅に変更すること

はできません。 

・変更後の事業計画に基づき、事業に

要する費用総額を記入してくださ

い。 

・対象経費は、支援金の対象とな

る経費の合計を記入してくだ

さい。（４ページ参照） 

・変更後の収支予算書の「支出」

「対象経費」の額と一致させて

ください。 
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※  
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※  

 

・代表者の印鑑は、認印で差し支え 

ありません。（シャチハタは不可） 

・「所在地」は、団体の事務所の所在

地を記入してください。 

・「電話」は、団体の事務所の電話番

号 ・交付決定通知書の年月日

及び番号を記入してくだ

さい。 

・収支決算書の「支出」の合計

額を記入してください。 

 

・収支決算書の「支出」の対象経

費の額を記入してください。 

 

・交付決定通知書に記載の金額を

記入してください。 
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※  

 

・支援金交付申請

に記入した事業

の名称を記入し

てください。 

・事業の実施日、場所

及び事業内容を詳し

く記入してくださ

い。 

・事業を実施した成果や効果

を詳しく記入してくださ

い。 

・反省点や課題、課題に対す

る解決策、今後の取り組み

について、詳しく記入して

ください。 
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※  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

・支援金交付申請

書に記入した事

業の名称を記入

してください。 

・例えば、寄付金、協賛金、広告料、

他からの補助金等、全て記入して

ください。 

・事業に要した費用について、費目別（４

ページ参照）に対象経費と対象外経費と

区分して全て記入してください。 

・対象外経費については、費目を記入し括

弧書きで対象外と記入してください。 

・領収書の金額と必ず一致をさせてくださ

い。 

 

具体的に記入してくだ

さい。 

 

・収入の合計と一致

させてください。 

・支援金交付申請書

に記入した事業費

総額と一致させて

ください。 

・対象経費の合計を記入してください。 

・支援金交付申請書に記入した対象経費の額と一致させてくださ

い。 
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この領収書の整理は、例示ですので、あくまでも参考として扱って下さい。                 

報償費合計（①＋②）＝○○○円       

①                 

 

 

 

 

 

 

②                 

                  

 

 

領収書   平成○年○月○日 

 

○○○○円 

（○○謝礼） 

受取人住所 ○○ 

   氏名 ○○ 印 

領収書 平成○年○月○日 

○○○円 

     （○○お礼） 

     受取人住所 △△ 

        氏名 △△ 印 

消耗品費合計（①＋②）＝○○○円 

①                  ② 

 

 

 

 

                  

                      

品目、単価、数量が分かるものの 

○○商店 

コピー用紙 ○×○  ○円 

封筒 ○×○     ○円 

ペン ○×○     ○円 

インク ○×○    ○円 

 

合計       ○○○円 

○商店 

ゴミ袋 △×△   △円 

ほうき △×△   △円 

 

合計  △△△  円 

旅費合計（①）＝○○○円       

①                 

 

 

 

 

 

・使用日時 

  ・利用交通機関 

  ・利用区間 

  ・用件 

  ・運賃             

                  

領収書   平成○年○月○日 

 

○○○円 

（○○氏への交通費） 

  受取人住所 ○○   

     氏名 ○○ 印 
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・印鑑は、代表者の認印をお願いします。 

（シャチハタは不可） 

・「所在地」は、団体の事務所の所在地

を記入してください。 

・「電話」は、団体の事務所の電話番号 

を記入してください。 ・交付確定通知書の年月日

及び番号を記入してくだ

さい。 

交付確定通知書に記載

されている金額を記入

してください 

概算払いで既に受領し

ている場合、記入して

ください。 
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・交付決定通知書の年月日

及び番号を記入してくだ

さい。 

交付決定額の２／３以内の額で、概

算払いを受けようとする額を記入

してください。 

 

 

       

  

  

 

                      
                 

                 
                 

      
                 

      

 

 

               

 

 

 

 

                  

 

                

   ※  

 

 

        

  

 

 
 

  

     
       

 

 

 

 

 

 

・印鑑は、代表者の認印をお願いし

ます。（シャチハタは不可） 

・「所在地」は、団体の事務所の所在

地を記入してください。 

・「電話」は、団体の事務所の電話番

号 

交付決定通知書に記載

されている金額を記入

してください 
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１０１０１０１０    和泉市和泉市和泉市和泉市あなたがあなたがあなたがあなたが選選選選ぶぶぶぶ市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業市民活動支援事業にににに関関関関するするするする要綱要綱要綱要綱 

和泉市訓令 

 

庁中一般 

 和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業に関する要綱を次のように定める。 

 

平成２２年９月３日 

 

和泉市長 辻 宏 康 

 

 

和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民活動団体の行う事業に対し、１８歳以上の市民の選択を考慮して市長が定

める支援金（以下「支援金」という。）を交付する制度を設けることにより、市民の市民活動に対

する理解及び関心を深めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図り、もって市

民相互の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) １８歳以上の市民 第７条第１項の規定による届出を行う年度の２月 1 日現在において、和

泉市の住民基本台帳に記録されている年齢１８歳以上の者をいう。 

(2) 市民活動団体 ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法

（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。）その他の非営

利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年の健全育成その他社会貢献に

かかる分野の活動を行っているものをいう。 

（支援対象団体の要件） 

第３条 支援金の交付の対象となる市民活動団体（以下「支援対象団体」という。）は、次に掲げる

すべての要件を満たしている団体とする。 

(1) 市内に事務所を有し、主として市内において活動をしていること。 

(2) 規約、会則、定款等市民活動団体の組織、運営等に関する定め及び役員名簿等を有している

こと。 

(3) 団体を組織する構成員が５名以上であること。 

(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。 

(5) 公序良俗に反する活動をしていないこと。 

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。 

（支援対象事業の要件） 

第４条 支援金の交付の対象となる事業（以下「支援対象事業」という。）は、次の各号に掲げるす

べての要件を満たしている事業とする。 

(1)  特定非営利活動促進法別表に掲げる活動に係る分野その他の社会貢献に係る分野のものであ

ること。 
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(2) 営利を目的としないものであること。 

 (3) 事業の主たる効果が市内で生じると認められるものであること。 

(4) 市民を主たる対象とするものであること。 

(5) 当該市民活動団体の構成員のみを対象とするものでないこと。 

(6) 支援金の交付を受けようとする年度に直接和泉市から他の補助金等の交付を受けていない

こと。 

（交付申請等） 

第５条 支援金の交付を申請しようとする市民活動団体（以下「申請者」という。）は、和泉市あな

たが選ぶ市民活動支援事業支援金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 団体概要調書（様式第 2号） 

(2) 規約、会則、定款等及び役員名簿等の写し 

(3) 事業計画書（様式第 3号）  

(4) 収支予算書（様式第 4号） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 一の市民活動団体がこの要綱の定めるところにより支援金の交付を受けることができる事業は、

1年度につき 1事業とする。 

（支援対象団体の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、和泉市助成審査委員会規則（平

成２４年規則第６６号）別表に規定する和泉市市民活動支援制度判定会（以下「判定会」という。）

の審査を経た上で、支援対象団体とするか否かを決定するものとする。この場合において、市長は、

支援対象団体の決定をしたときは、必要な条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したときは、申請者に対し、支

援対象団体可否決定通知書兼後援名義使用承認書（様式第５号）により通知するものとする。 

３ 市長は、第 1 項の規定により支援対象団体を決定したときは、前条に規定する各支援対象団体の

申請書及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 各支援対象団体の名称及び連絡先 

(2) 各支援対象事業の名称及び内容 

(3) 各支援対象事業に係る対象経費の額及び交付申請額 

４ 第 1 項の規定により支援対象団体と決定した団体については、当該申請事業に係る和泉市の後

援名義の使用を許可するものとする。 

５ 市長は、前項の承認に際して、必要な条件を付することができる。 

６ 第１項により使用を承認する後援名義は、「和泉市」とする。 

（支援対象団体の選択等に係る届出） 

第７条 １８歳以上の市民は、支援したい支援対象団体を３団体以内で選択し、本人の意思に基づき、

支援対象団体等選択届出書（様式第６号）により、市長に届け出ることができる。  

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの要綱の規定に適合しているか否

かを確認しなければならない。この場合において、市長は、当該届出がこれらの規定に適合してい

ないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。 

（１８歳以上の市民１人当たりの支援額等） 

第８条 前条第 1 項の規定による届出に係る１８歳以上の市民 1 人当たりの支援額（以下「市民 1
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 人当たりの支援額」という。）は、当該届出を行う年度の６月１日現在における和泉市の個人

市民税に係る調定額に前年度の収納率を乗じた額の 1 パーセントに相当する額を同年度の６月１

日現在の１８歳以上の市民の人口で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。 

２ 前条第 1項の規定により支援対象団体を選択した場合における１８歳以上の市民 1人当た 

りの各支援対象団体に対する支援金の額（以下「団体ごとの個人支援額」という。）は、次の 

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額（その額に 1円未満の端数があるときは、そ 

の端数金額を切り捨てた額）とする。 

(1) 1団体を選択した場合 市民 1人当たりの支援額の全額  

(2) 2団体を選択した場合 市民 1人当たりの支援額の 2分の 1に相当する額  

(3) 3団体を選択した場合 市民 1人当たりの支援額の 3分の 1に相当する額  

（支援対象団体への支援金の額） 

第９条 支援対象団体に交付する支援金の額は、当該支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積

算した額（その額が次項の交付の対象となる経費の額の２分の１に相当する額を超えるときは、当

該２分の１に相当する額）又は５０万円のいずれか低いほうの額を上限として、予算の範囲内にお

いて市長が定める額とする。ただし、当該支援対象事業に係る支援金以外の収入の総額に支援金を

加えた額が支出の総額を上回る場合は、その差額を支援金の額から控除するものとする。 

２ 支援金の交付の対象となる経費は、支援対象事業の遂行に直接必要な経費とし、別表に定めると

おりとする。 

（支援対象団体等の遵守事項） 

第１０条 第７条第１項の規定による届出は、あくまでも１８歳以上の市民の個人の意思に基づく

ものであり、支援対象団体は、それを阻害するような行為及び不正又は不当な行為をしてはなら

ない。 

２ １８歳以上の市民は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きか

けをしてはならない。 

（届出結果の公表） 

第１１条 市長は、第７条第１項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、次

に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 各支援対象団体の名称 

(2) 各支援対象団体を選択した１８歳以上の市民の人数 

(3) 各支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額 

(4) 各支援対象団体に係る支援金の交付申請額及び交付予定額 

（交付申請内容の変更等） 

第１２条 支援対象団体は、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して１４日以内に、

和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業支援金交付申請内容変更申請書（様式第７号）に変更後の事

業計画書（様式第３号）及び変更後の収支予算書（様式第４号）を付して、交付申請に係る支援金

の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、速やかに、判定会の審査を経た上で、当

該変更の申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更の申請をした支援対象団体に

支援金交付申請内容変更可否決定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

３ 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、前条の規定による公表が行われた日

の翌日から起算して１４日以内に支援金交付申請取下届（様式第９号）により市長に届け出なけれ

ばならない。この場合において、市長は、次条第２項の規定による公表に合わせて、取下げの届出
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 があった旨を公表するものとする。 

（交付決定等） 

第１３条 市長は、第１１条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して１４日を経過したと

き（前条第１項の変更申請があったときは、同条第２項の規定による通知を行ったとき）は、速や

かに、支援金の交付決定をしなければならない。  

２ 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、支援金交付決定通知書（様式第１０号）によ

り、当該交付決定を受けた支援対象団体（以下「支援決定団体」という。）にその旨を通知すると

ともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 各支援決定団体の名称 

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付申請額及び交付決定額 

３ 市長は、第１項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要がある

と認めるときは、条件を付することができる。 

（支援決定事業の遂行） 

第１４条 支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、

当該交付決定に係る支援対象事業（以下「支援決定事業」という。）を行わなければならず、支援

金を他の用途に使用してはならない。 

（支援決定事業の遂行の指示） 

第１５条 市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行され

ていないと認めるときは、支援決定団体に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを指示する

ことができる。 

（実績報告書等の提出） 

第１６条 支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該支援決定事業の成果を

記載した和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業実績報告書（様式第１１号。以下「実績報告書」と

いう。）に事業報告書（様式第１２号）及び収支決算書（様式第１３号）その他市長が必要と認め

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（支援金の額の確定） 

第１７条 市長は、前条の規定により実績報告書等の提出があったときは、当該実績報告書等の内容

が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに第１５条の規定による市長の指示に適合

しているか否かを調査し、判定会の審査を経た上で、これらに適合していると認めたときは、交付

すべき支援金の額を確定し、支援金額確定通知書（様式第１４号）により当該実績報告書等を提出

した支援決定団体に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の額を確定したときは、前条に規定する各支援決定団体の実績

報告書及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 各支援決定団体の名称 

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付決定額及び交付確定額 

（交付の請求等） 

第１８条 支援決定団体は、前条第１項の規定により支援金の交付額の確定の通知を受けたときは、

支援金交付請求書（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、支援決定団体が概算払いにより支援金の交付を受けようとするときは、

支援金概算払請求書（様式第１６号）を市長に提出しなければならない。この場合において、概算

払により交付を受けることができる支援金の額は、交付決定額の３分の２以内の額とする。 

３ 前項の規定により概算払いによる支援金の交付を受けた支援決定団体は、前条第１項の規定によ
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 り支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該支援金の額の確定に基づく精算を

しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１９条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金交付決定取消通知書（様

式第１７号）により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 支援決定団体が虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。 

(2) 支援決定団体が支援金を支援決定事業以外の用途又は対象経費以外の経費に使用したとき。 

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4) 支援決定団体が交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(5) 支援決定団体が市長の指示に従わないとき。 

(6) 支援決定団体が第３条における交付資格団体の要件を満たさなくなったとき。 

(7) 支援決定事業が第４条における支援対象事業の要件を満たさなくなったとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、支援決定団体がこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、天災地変その他支援金の交付決定後に生じ、又は判明した事象により支援金を交付する

ことが適当でなくなったと認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

３ 前２項の規定は、第１７条第 1 項の規定による支援金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

（支援金の返還） 

第２０条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援決定事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命

ずるものとする。 

２ 市長は、第１７条の規定により支援決定団体に交付すべき支援金の額を確定した場合において、

既に当該確定額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものと

する。 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成２４年９月４日） 

 この訓令は、令達の日から施行する。 
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 別表（第９条関係） 

費  目 対象となる経費 

報償費 講師謝礼、調査・研究の報償費、イベント等の参加賞その他これらに類するもの（た

だし、参加賞については、対象経費の上限を 1品当たり 300円とする。） 

旅費 交通費、通行料、ガソリン・軽油代その他これらに類するもの 

消耗品費 文房具の購入費、暖房用燃料費その他これらに類するもの 

食料費 食事代、飲料費その他これらに類するものの内、下記に掲げるもの 

・ 外部講師の弁当・飲み物代等に限り１人 1,000 円を上限として対象経費としま

す。 

・ 身体を動かす作業等を伴う事業で水分補給が必要と思われる場合のみ、飲み物

代として 1人 200円を上限として対象経費とします。 

印刷製本費 パンフレット、ポスター等の印刷費、簡易印刷（コピー）費 

役務費 郵便料、通信料や振込み手数料、各種保険料その他これらに類するもの 

委託料 団体の本来業務では対応できない専門的な技術・知識を要するもの 

（事業のすべてを委託する場合は不可） 

使用料及び賃借料 車両、機械、会場使用料その他これらに類するもの 

原材料費 加工用、工事用の原材料又は食材等 

備品購入費 支援対象事業の遂行に必要不可欠なものに限る（ただし、対象経費の上限を 1 品当

たり 5 万円、備品購入費総額の上限を団体の交付申請額（支援希望額）の２分の１

とする。）。 

その他 上記以外の経費で市長が適当と認めるもの 

※申請事業を実施するために直接必要な経費のみが対象となります。 

※領収書が無く使途が不明な経費は対象外とします。 

※団体の管理運営費（賃借料、光熱水費、電話料金等）は対象外となります。 
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              （平成 23年 9月 14日作成） 

              （平成 24年 9月 21日改正） 


